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次

 

ペ
ー
ジ

訓　

令　

甲

〇
特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

　

訓
令 

（
人　

事　

課
）　
　

一

告　
　
　

示

〇
地
籍
調
査
事
業
計
画
の
策
定 

（
地
域
復
興
支
援
課
）　
　

一

〇
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証 

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

　

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（
障
害
福
祉
課
）　
　

二

〇
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
の
実
施 
（
産
業
立
地
推
進
課
）　
　

二

〇
土
地
改
良
区
清
算
人
の
退
任
の
届
出 
（
農
村
振
興
課
）　
　

二

〇
北
上
川
（
二
）
圏
域
河
川
整
備
計
画
の
変
更
の
公
表 
（
河　

川　

課
）　
　

三

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出 

（
東
部
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

三

公　
　
　

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
八
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　
　

三

選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示

　

に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

四

訓　

令　

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
七
号

　

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

特
別
の
資
格
又
は
職
名
を
有
す
る
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
八
条
中
「
薬
事
法
施
行
令
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
施
行
令
」
に
、「
薬
事
法
（
」
を
「
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
（
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
中
「
母
子
福
祉
」
の
下
に
「
、
父
子
福
祉
」
を
加
え
、「
、
知
的
障
害
者
福
祉
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
中
第
十
条
の
改
正
規
定
は
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
、
第
八
条
の
改
正
規
定
は
同
年
十
一
月
二
十
五

日
か
ら
施
行
す
る
。

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
十
五
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
六
年
度
地
籍

調
査
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
う
者
の
名
称
及
び
調
査
区
域

名　
　

称

調　
　
　
　

査　
　
　
　

区　
　
　
　

域

白
石
市

大
平
森
合
字
内
田
前
等
四
十
五
単
位
区
域

大
平
森
合
字

山
等
六
単
位
区
域

上
久
保
一
単
位
区
域

福
岡
蔵
本
字
下
り
川
一
番
等
八
単
位
区
域

福
岡
蔵
本
字
愛
宕
山
①
等
二
十
単
位
区
域

福
岡
蔵
本
字
愛
宕
山
②
一
単
位
区
域

福
岡
蔵
本
中
川
原
一
単
位
区
域

郡
山
字
穴
ノ
前
等
四
十
一
単
位
区
域

大
崎
市

古
川
清
滝
字
笹
森
等
十
一
単
位
区
域

古
川
清
滝
字
逆
沢
等
二
単
位
区
域

川
崎
町

大
字
今
宿
字
上
ノ
台
等
四
単
位
区
域

大
字
今
宿
字
葭
沢
山
等
三
単
位
区
域

大
字
前
川
字
向
鹿
区
域

大
字
小
野
字
黒
森
山
等
一
部
三
単
位
区
域

大
字
今
宿
字
岩
下
山
の
一
部
区
域

大
字
今
宿
字
岩
下
山
等
四
単
位
区
域

大
字
今
宿
字
薬
師
堂
等
一
部
四
単
位
区
域
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二　

調
査
期
間

　
　

地
籍
調
査
費
負
担
金
交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
十
六
号

　

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土
調
査
の
成
果
を

認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

　
　

白
石
市

二　

調
査
を
行
っ
た
時
期

　
　

平
成
二
十
四
年
度
か
ら
平
成
二
十
五
年
度
ま
で

三　

成
果
の
名
称

　
　

白
石
市
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四　

調
査
を
行
っ
た
地
域

　
　

白
石
市
大
平
中
目
字
穴
田
前
等
三
十
九
単
位
区
域

五　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
十
七
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
十
七
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
〇
三
〇
〇
一
〇
七

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
塩
釜

塩
竈
市
旭
町
十
八
番
十

三
号

同
行
援
護

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
株
式
会
社

平
成
二
十
六
年

九
月
三
十
日

〇
四
一
一
五
〇
〇
一
五
〇

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
古
川

大
崎
市
古
川
字
上
古
川

百
四
十
五
番

同
行
援
護

ア
ー
ス
サ
ポ
ー

ト
株
式
会
社

平
成
二
十
六
年

九
月
三
十
日

〇
四
一
一
五
〇
〇
四
三
二

広
域
介
護
サ
ー
ビ
ス
田

尻大
崎
市
田
尻
沼
部
字
富

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

株
式
会
社
宮
城

登
米
広
域
介
護

サ
ー
ビ
ス

平
成
二
十
六
年

九
月
三
十
日

岡
浦
二
十
五
番
地
三

〇
四
一
二
八
〇
〇
〇
四
七

公
益
財
団
法
人
宮
城
厚

生
協
会
な
か
に
い
だ
さ

つ
き
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

加
美
郡
加
美
町
字
矢
越

三
百
四
十
五
番
地

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

同
行
援
護

公
益
財
団
法
人

宮
城
厚
生
協
会

平
成
二
十
六
年

九
月
三
十
日

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
十
八
号

　

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
計
量
器
の
定
期
検
査
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

実
施
年
月
日

実　

施　

区　

域

検
査
受
付
時
間

実
施
の
場
所

平
成
二
十
六
年

十
一
月
四
日

岩

沼

市

中

央

午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

岩
沼
市
旧
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

　

同
十
一
月
五
日

岩

沼

市

玉
浦
・
千
貫

午
前
十
時
か
ら

午
後
三
時
ま
で

岩
沼
市
旧
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
九
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第

十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
和
町
吉
田
土
地
改
良
区
清
算
人
の
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
六
年
九
月
十
六
日

鶉

橋

浩

之

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
入
生
田
上
六
十

清
算
人

平
成
二
十
六
年
九
月
十
六
日

小

野

誠

一

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
八
志
田
一

清
算
人

平
成
二
十
六
年
九
月
十
六
日

本

田

昭

吾

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
字
館
下
七
十
四

清
算
人

平
成
二
十
六
年
九
月
十
六
日

佐

藤

良

一

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
中
田
三
十
一

清
算
人

平
成
二
十
六
年
九
月
十
六
日

菅　

原　

三
千
男

黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
南
二
丁
目
十

－

二

清
算
人
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平
成
二
十
六
年
九
月
十
六
日

堀　

籠　
　
　

稔

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
田
久
根
前
九

－

一

清
算
人

平
成
二
十
六
年
九
月
十
六
日

堀

籠

幸

夫

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
南
五
福
院
一

－

四

清
算
人

平
成
二
十
六
年
九
月
十
六
日

堀

籠

博

司

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
百
目
木
三
十
四

清
算
人

平
成
二
十
六
年
九
月
十
六
日

阿

部

浩

一

黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
反
町
西
六
十
七

清
算
人

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
号

　

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
級
河
川
北
上
川
水

系
北
上
川
（
二
）
圏
域
河
川
整
備
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
六
項
の
規
定
に

よ
り
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
東
部
土
木
事
務
所
登
米
地
域
事
務
所
に
お
い
て
こ
れ
を
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
田
北
部
土
地
改
良

区
役
員
の
就
任
及
び
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

正　
　

木　
　
　
　
　

毅　
　
　

一　

就
任
し
た
者

就
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
六
年
八
月
八
日

伊

藤

久

雄   

登
米
市
迫
町
新
田
字
大
久
保
百
九
十
三
番

地

理

事

二　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

平
成
二
十
六
年
四
月
二
十
八
日

及

川

健

一   

登
米
市
迫
町
新
田
字
大
形
十
九
番
地

理

事

公　
　
　

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
高
舘
熊
野
堂
字
五
反
田
百
三
十
九
番
八

　

仙
台
市
太
白
区
袋
原
四
丁
目
二
十
二
番
七

菊
地　

貞
夫　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
塩
浪
二
十
五
番
十

　

大
崎
市
古
川
諏
訪
二
丁
目
十
一
番
十
九
号　

カ
ー
サ
・

ア
イ
リ
ス
二
〇
一
号

小
坂　
　

謙　
　
　
　
　
　
　
　

小
坂　
　

愛　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
塩
浪
二
十
五
番
十
六

　

大
崎
市
三
本
木
新
町
一
丁
目
八
番
二
十
三
号

及
川　

康
文　
　
　
　
　
　
　
　

及
川
紗
千
恵　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工
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区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

黒
川
郡
富
谷
町
明
石
台
六
丁
目
一
番
二
十
一
号

　

福
島
県
郡
山
市
朝
日
二
丁
目
十
八
番
二
号

株
式
会
社
ヨ
ー
ク
ベ
ニ
マ
ル　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

亘
理
郡
亘
理
町
逢
隈
神
宮
寺
字
中
道
七
番
一
及
び
十
七

番
五
の
一
部
並
び
に
同
字
一
郷
百
五
十
三
番
、
百
五
十
四

番
及
び
百
五
十
七
番
二
の
一
部
（
第
二
工
区
）

　

仙
台
市
宮
城
野
区
苦
竹
二
丁
目
七
番
五
号

株
式
会
社
森
の
め
ぐ
み
工
房　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
宮
戸
字
大
柿
四
番
四
、
同
字
堂
ノ
上
十
一
番

二
、
同
字
鹿
島
三
番
一
、
十
一
番
五
、
二
十
六
番
二
、
三

番
一
地
先
の
道
の
一
部
、
同
字
小
室
十
四
番
二
、
十
四
番

二
地
先
の
道
の
一
部

東
松
島
市　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
宮
戸
字
二
ツ
橋
七
番
、
八
番
三
、
同
字
土
手

下
二
十
八
番
三
、
同
字
西
大
浜
田
十
四
番
、
二
十
二
番
二

東
松
島
市　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二
号
）
第
五
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
市

計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の
開
発
区
域

（
工
区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一 　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
宮
戸
字
横
山
六
番
二
、
同
字
西
権
助
二
番

二
、
同
字
菖
蒲
田
三
十
八
番
二
、
同
字
田
表
四
十
番
二
、

四
十
番
四

東
松
島
市　
　
　
　
　
　
　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
城
県
選
管
告
示
第
百
八
号

　

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委
員
長　
　

　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

　
　
　

 

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示

　

政
治
資
金
規
正
法
第
十
九
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
二

年
宮
選
管
告
示
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
見
出
し
中
「
提
出
命
令
期
限
」
を
「
提
出
命
令
期
間
」
に
改
め
、
同
条
中
「
者
は
」
の
次
に
「
、
政
治
資
金

規
正
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
自
治
省
令
第
十
七
号
）
第
十
四
条
の
二
の
五
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
」

を
加
え
、「
別
記
様
式
第
四
号
」
を
「
別
記
様
式
第
四
号
（
そ
の
一
）
又
は
別
記
様
式
第
四
号
（
そ
の
二
）」
に
、「
提
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出
命
令
期
限
」
を
「
提
出
命
令
期
間
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
見
出
し
中
「
提
出
期
限
」
を
「
提
出
期
間
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
見
出
し
中
「
期
限
」
を
「
期
間
」
に
改
め
る
。

　

別
記
様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別記様式第 1号（第２条関係）

少額領収書等の写しに係る開示請求書

 　　年　　月　　日　　

　宮城県選挙管理委員会委員長　殿

 氏名又は名称：（法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名）　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 住所又は居所：（法人その他の団体にあっては主たる事務所等の所在地）　　　　　　　　

 〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 連絡先：（連絡先が上記の本人以外の場合は，連絡先の住所，氏名，電話番号）　　　　　

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条の16第３項の規定により，下記のとおり少額領収書等の写しの開示を請求します。

１　請求する少額領収書等の写し

支出年※１ 国 会 議 員 関 係 政 治 団 体 の 名 称 支出項目※２

※１　支出年欄には，開示請求しようとする少額領収書等の写しに係る支出がされた年を記入してください。

※２　支出項目欄には，下記の①～⑨の支出項目のうち，開示を求める項目の番号を記入してください。

　　　①光熱水費　②備品・消耗品費　③事務所費

　　　④組織活動費　⑤選挙関係費　⑥機関紙誌の発行その他の事業費　⑦調査研究費　⑧寄附・交付金　⑨その他の経費
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　（裏面）

２　開示請求の理由・目的

（開示請求の理由・目的をできるだけ具体的に記載してください。）

　３　求める開示の実施方法等（開示の実施方法の申出の際にも選択することができます。）

ア　事務所における開示の実施を希望する。

　　＜実施の方法＞　①　閲覧　　　②　写しの交付 

　　＜希望の実施日＞ 

イ　写しの送付を希望する。

　　※求める写しの交付方法は，複写機により白黒で複写したものの交付によります。

　※この欄は記入しないでください。

備　　考
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別
記
様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
2
号
（
第
３
条
関
係
）

 
宮
選
管
第
　
　
　
号
　
　

 
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
（
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
）

　
　
会
　
計
　
責
　
任
　
者
　
　
様

 
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
印
　

少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
提
出
命
令
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
貴
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
　
　
　
　
年
分
収
支
報
告
書
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
（
政
治
資
金
規
正
法

（
昭
和
23年
法
律
第
194号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
12条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
べ
き
領
収
書
等
の
写

し
に
係
る
支
出
以
外
の
支
出
に
係
る
領
収
書
等
の
写
し
）
に
つ
い
て
，
法
第
19条
の
16第
３
項
の
規
定
に
よ
る
開
示

請
求
が
あ
っ
た
の
で
，
法
第
19条
の
16第
５
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

１
　
開
示
請
求
内
容

　
　
年
分
収
支
報
告
書
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

２
　
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
つ
い
て

　
 　
少
額
領
収
書
等
の
写
し
と
は
，
人
件
費
以
外
の
経
費
で
１
件
１
万
円
以
下
の
支
出
に
係
る
領
収
書
等
の
写
し
の

こ
と
で
す
。

　
 　
な
お
，
領
収
書
等
を
徴
し
難
い
事
情
が
あ
っ
た
と
き
は
，
そ
の
旨
並
び
に
当
該
支
出
の
目
的
，
金
額
及
び
年
月

日
を
記
載
し
た
書
面
（「
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
」）
又
は
当
該
支
出
の
目
的
を
記
載
し
た
書

面
及
び
振
込
明
細
書
の
写
し
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

３
　
提
出
の
方
法
（
別
記
様
式
第
３
号
参
照
）

　
⑴
　
初
め
て
提
出
す
る
場
合
  

　
　
 　
上
記
１
に
係
る
少
額
領
収
書
等
を
複
写
機
に
よ
り
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
の
用
紙
に
複
写
し
，
支
出
が
さ

れ
た
年
，
支
出
項
目
ご
と
に
分
類
し
て
，
提
出
命
令
が
あ
っ
た
日
（
こ
の
通
知
が
貴
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体

に
到
達
し
た
日
）
か
ら
20日
以
内
に
提
出
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
　
 　
な
お
，
提
出
命
令
が
あ
っ
た
日
か
ら
20日
以
内
に
，
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
到
着
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
の
で
，
余
裕
を
持
っ
て
郵
送
等
し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
⑵
　
支
出
が
な
い
と
き
又
は
既
に
提
出
し
て
い
る
場
合

　
　
 　
上
記
１
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
支
出
が
な
い
と
き
又
は
同
一
の
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
既

に
提
出
し
て
い
る
場
合
は
，
そ
の
旨
を
通
知
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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別
記
様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
裏
面
）

　
⑶
　
開
示
請
求
内
容
と
同
一
の
通
知
を
受
け
，
そ
れ
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出
さ
れ
て
い
な
い
場
合

　
　
 　
今
回
の
通
知
以
前
に
，
上
記
１
に
掲
げ
る
開
示
請
求
内
容
と
同
一
の
通
知
を
受
け
，
そ
れ
に
係
る
少
額
領
収

書
等
の
写
し
を
ま
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
，
同
一
の
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
２
部
提
出
し
て
い
た
だ

く
必
要
は
な
く
，
先
の
通
知
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
１
部
を
提
出
す
れ
ば
足
り
る
も
の
で
あ
り
，
今
回

の
通
知
に
対
し
て
は
，
同
一
の
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
既
に
提
出
し
て
い
る
旨
，
通
知
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

４
　
提
出
期
間
の
延
長

　
 　
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
り
，
提
出
命
令
が
あ
っ
た
日
か
ら
20日
以
内
に
提
出
で
き
な
い

場
合
は
，
提
出
期
間
の
延
長
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
 　
提
出
期
間
の
延
長
を
求
め
る
と
き
は
，
提
出
命
令
が
あ
っ
た
日
か
ら
20日
以
内
に
，
延
長
を
求
め
る
期
間
（
30

日
）
及
び
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
正
当
な
事
由
を
記
載
し
た
書
面
（
別
記
様
式
第
４
号
（
そ
の
１
）
参
照
）

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出
命
令
が
あ
っ
た
日
か
ら
50日
以
内
に
全
て
の
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出
す
る

こ
と
が
事
務
処
理
上
困
難
な
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
，
提
出
命
令
が
あ
っ
た
日
か
ら
20日
以
内
に
，
当
該

少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
全
て
を
提
出
す
る
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
期
間
（
31日
以
上
60日
以
内
）
及
び
当
該

特
別
な
事
情
を
記
載
し
た
書
面
（
別
記
様
式
第
４
号
（
そ
の
２
）
参
照
）
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。（
提
出
対
象

の
一
部
を
既
に
提
出
済
み
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
旨
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）

　
 　
な
お
，
提
出
期
間
の
延
長
が
あ
っ
た
場
合
は
，
開
示
請
求
者
に
対
し
，
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理
由
が
通

知
さ
れ
ま
す
。

５
　
期
間
内
に
提
出
さ
れ
な
い
場
合

　
 　
提
出
命
令
に
違
反
し
て
，
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出
さ
れ
な
い
場
合
は
，
法
第
19条
の
16第
16項
の
規
定

に
よ
り
，
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
は
そ
の
旨
を
開
示
請
求
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
，
提
出
さ
れ
る
ま

で
の
間
，
そ
の
旨
並
び
に
貴
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
等
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
り
公
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 
※
担
当
課
：
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
在
地
：
〒
980－

8570　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　

 
Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
022－

211－
2343　

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
022－

211－
2299　
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別
記
様
式
第
3
号
（
第
４
条
関
係
）

 
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
殿

 
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
会
計
責
任
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
提
出
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
「
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
提
出
命
令
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
宮
選
管
第

　
　
　
号
）
に
よ
り
通
知
の
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
，
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
23年

法
律
第
194号

）
第
19条

の
16第
６
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
通
知
し
ま
す
。

　
　
□
　
下
表
の
と
お
り
，
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出
す
る
。

　
　
　
（
該
当
す
る
支
出
項
目
ご
と
に
提
出
す
る
Ａ
４
用
紙
の
枚
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。）

支
　
　
出
　
　
項
　
　
目

提
　
出
　
枚
　
数

①
光
熱
水
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枚

②
備
品
・
消
耗
品
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枚

③
事
務
所
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枚

④
組
織
活
動
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枚

⑤
選
挙
関
係
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枚

⑥
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枚

⑦
調
査
研
究
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枚

⑧
寄
附
・
交
付
金

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枚

⑨
そ
の
他
の
経
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枚

合
計
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枚

　
　
□
　
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
支
出
が
な
い
。

　
　
□
　
同
一
の
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
既
に
提
出
し
て
い
る
。

　
　
　
　
（
　
　
年
　
　
月
　
　
日
提
出
済
）

　
＜
記
載
要
領
＞

　
　
　
　
別
記
様
式
第
３
号
は
，
次
の
場
合
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
・
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　
　
　
・
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
支
出
が
な
い
場
合

　
　
　
　
　
・
同
一
の
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
既
に
提
出
し
て
い
る
場
合

　
１
 　
本
文
中
「（
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
宮
選
管
第
　
　
号
）」
の
空
欄
に
は
，
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る

提
出
命
令
の
通
知
文
の
右
上
段
の
文
書
番
号
及
び
日
付
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
２
 　
該
当
す
る
項
目
の
□
欄
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
と
も
に
，
下
記
の
事
項
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
複
数
の
項
目
に

該
当
す
る
場
合
は
，
そ
の
す
べ
て
の
項
目
に
チ
ェ
ッ
ク
及
び
記
入
し
て
く
だ
さ
い
）。

　　
　
⑴
　
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　
 　
提
出
命
令
が
あ
っ
た
少
額
領
収
書
等
を
Ａ
４
用
紙
に
複
写
し
，
支
出
年
及
び
支
出
項
目
ご
と
に
分
類
し
て
，

該
当
す
る
枚
数
欄
に
当
該
用
紙
の
枚
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
 　
な
お
，
１
枚
の
Ａ
４
用
紙
に
支
出
項
目
が
異
な
る
複
数
の
少
額
領
収
書
等
が
写
っ
て
い
る
場
合
は
，
そ
れ
ぞ

れ
の
支
出
項
目
ご
と
に
１
枚
と
数
え
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
場
合
は
，
当
該
項
目
の
欄
外
に
「
重
複
あ
り
」
と
記

載
し
，
計
欄
に
は
，
提
出
す
る
実
際
の
Ａ
４
用
紙
の
枚
数
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
（
こ
の
場
合
は
，
各
支
出
項

目
の
合
計
枚
数
が
計
欄
の
枚
数
よ
り
も
多
く
な
り
ま
す
）。

　
　
　
 　
ま
た
，
支
出
項
目
ご
と
に
表
紙
な
ど
を
付
け
て
提
出
さ
れ
る
場
合
は
，
そ
の
枚
数
も
各
支
出
項
目
の
枚
数
に

含
め
て
く
だ
さ
い
。

　
　
⑵
　
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
支
出
が
な
い
場
合

　
　
　
 　
提
出
命
令
が
あ
っ
た
支
出
項
目
す
べ
て
に
つ
い
て
，
該
当
す
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
支
出
が
な
い

場
合
は
，
□
欄
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
⑶
　
同
一
の
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
既
に
提
出
し
て
い
る
場
合

　
　
　
 　
提
出
し
た
年
月
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。
一
部
の
支
出
項
目
の
み
提
出
し
て
い
た
場
合
は
，
欄
外
に
提
出

済
み
の
支
出
項
目
の
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
 　
な
お
，
同
一
の
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
再
度
送
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
３
　
本
様
式
の
記
載
方
法
等
に
つ
い
て
御
不
明
な
点
等
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
，
下
記
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

 
※
担
当
課
：
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
在
地
：
〒
980－

8570　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　

 
Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
022－

211－
2343　

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
022－

211－
2299　
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別
記
様
式
第
四
号
を
別
記
様
式
第
四
号
（
そ
の
一
）
と
し
、
次
の
よ
う
に
改
め
、
別
記
様
式
第
四
号
様
式
の
次
に
次

の
一
様
式
を
加
え
る
。

別
記
様
式
第
4
号
（
そ
の
１
）（
第
５
条
関
係
）

 
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
殿

 
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
会
計
責
任
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
提
出
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
「
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
提
出
命
令
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
宮
選
管

第
　
　
　
号
）
に
よ
り
通
知
の
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
，
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
23年

法
律
第
194号

）
第
19条

の
16第
７
項
及
び
第
８
項
並
び
に
政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
（
昭
和
50年
自
治
省
令
第
17号
）
第
14条
の
２
の
５

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
提
出
期
間
の
延
長
を
申
し
出
ま
す
。

　
１
　
延
長
を
求
め
る
期
間
　
30日
間

　
２
　
命
令
が
あ
っ
た
日
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　

　
　
　
　
う
ち
，
支
出
項
目
　
　
　
に
つ
い
て
は
提
出
済
み
（
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
）

　
３
　
延
長
を
求
め
る
理
由

　
　
⑴
　
□
　
選
挙
期
間
中
で
あ
る
た
め
（
第
１
号
に
該
当
）

　
　
　
　
　
・
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
・
選
挙
の
種
類

　
　
　
　
　
　
　
□
　
衆
議
院
議
員
総
選
挙
　
　
□
　
参
議
院
議
員
通
常
選
挙

　
　
　
　
　
　
　
□
　
そ
の
他
（
以
下
に
具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
⑵
　
□
　
提
出
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
き
正
当
な
事
由
が
あ
る
た
め
（
第
２
号
に
該
当
）

　
　
　
　
　
（
以
下
に
提
出
期
間
を
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
正
当
な
事
由
を
具
体
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。）
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＜
記
載
要
領
＞

　
　
　
　
別
記
様
式
第
４
号
（
そ
の
１
）
は
，
提
出
期
間
の
延
長
を
求
め
る
場
合
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
提
出
命
令
が
あ
っ
た
日
か
ら
20日
以
内
に
当
該
命
令
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
場
合
は
，
当
該
期
間
内
に
，
下
記
⑴
又
は
⑵
を
理
由
と
し
て
30日
間
の
延
長
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

⑴
 　
提
出
命
令
が
あ
っ
た
日
か
ら
20日
以
内
の
期
間
が
，
貴
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
公
職
の
候
補
者

に
係
る
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
の
日
か
ら
当
該
選
挙
の
期
日
ま
で
の
期
間
に
か
か
る
と
き
。

⑵
 　
少
額
領
収
書
等
の
写
し
が
著
し
く
大
量
で
あ
る
た
め
事
務
の
遂
行
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
き
そ
の
他
の
提
出
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
に
つ
き
正
当
な
事
由
が
あ
る
と
き
。

　
１
 　
本
文
中
「（
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
宮
選
管
第
　
　
号
）」
の
空
欄
に
は
，
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に

係
る
提
出
命
令
の
通
知
文
の
右
上
段
の
文
書
番
号
及
び
日
付
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
２
 　
「
延
長
を
求
め
る
期
間
」
欄
に
つ
い
て
は
，
総
務
省
令
で
定
め
る
相
当
の
期
間
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
上
記
⑴

ま
た
は
⑵
に
該
当
す
る
場
合
は
，
30日
間
延
長
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
３
 　
「
命
令
が
あ
っ
た
日
」
欄
に
つ
い
て
は
，
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
か
ら
発
出
し
た
「
少
額
領
収
書
等

の
写
し
に
係
る
提
出
命
令
」
の
通
知
が
，
貴
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
到
達
し
た
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
 　
対
象
と
な
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
一
部
に
つ
い
て
既
に
提
出
済
み
の
場
合
は
，
下
段
に
提
出
し
た
支
出
項

目
と
提
出
年
月
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
４
 　
「
延
長
を
求
め
る
理
由
」
欄
に
つ
い
て
は
，
該
当
す
る
理
由
⑴
又
は
⑵
の
□
欄
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
と
も
に
，

下
記
の
事
項
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
，
本
通
知
に
記
載
い
た
だ
い
た
理
由
は
，
そ
の
ま
ま
複
写
し
て
開
示

請
求
者
に
通
知
し
ま
す
。

　
　
 　
⑴
の
場
合
は
，
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
を
記
載
し
，
選
挙
の
種
類
を
チ
ェ
ッ
ク
又
は
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
 　
⑵
の
場
合
は
，
提
出
期
間
を
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
正
当
な
事
由
（
20日
間
で
提
出
す
る
こ
と
が
困
難
な

状
況
の
説
明
等
）
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
５
　
本
様
式
の
記
載
方
法
等
に
つ
い
て
御
不
明
な
点
等
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
，
下
記
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

 
※
担
当
課
：
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
在
地
：
〒
980－

8570　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　

 
Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
022－

211－
2343　

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
022－

211－
2299　

別
記
様
式
第
4
号
（
そ
の
２
）（
第
５
条
関
係
）

 
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
殿

 
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
会
計
責
任
者
の
氏
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

特
別
な
事
情
に
よ
る
小
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
提
出
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
「
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
提
出
命
令
に
つ
い
て
（
通
知
）」（
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
宮
選
管

第
　
　
　
号
）
に
よ
り
通
知
の
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
，
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
23年

法
律
第
194号

）
第
19条

の
16第
７
項
及
び
第
８
項
並
び
に
政
治
資
金
規
正
法
施
行
規
則
（
昭
和
50年
自
治
省
令
第
17号
）
第
14条
の
２
の
５

第
２
項
の
規
定
に
よ
り
，
提
出
期
間
の
延
長
を
申
し
出
ま
す
。

　
１
　
延
長
を
求
め
る
期
間
　
　
　
　
　
　
日
間

　
　
 　
（
31日
以
上
60日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
全
て
を
提
出
す
る
た
め
必
要

な
最
小
限
度
の
期
間
）

　
２
　
命
令
が
あ
っ
た
日
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　

　
　
　
　
う
ち
，
支
出
項
目
　
　
　
に
つ
い
て
は
提
出
済
み
（
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
）

　
３
　
延
長
を
求
め
る
理
由

　
　
 　
提
出
命
令
が
あ
っ
た
日
か
ら
50日
以
内
に
全
て
の
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出
す
る
こ
と
が
事
務
処
理
上
困

難
な
特
別
な
事
情
が
あ
る
た
め

　
　
（
当
該
特
別
な
事
情
）

＜
記
載
上
の
注
意
＞

　
 　
当
該
特
別
な
事
情
は
，
50日
以
内
に
全
て
の
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
情
を
具

体
的
か
つ
客
観
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
，
当
該
事
情
を
踏
ま
え
て
延
長
を
求
め
る
期
間
（
提
出
す
る

た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の
期
間
）
の
根
拠
も
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
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別
紙
様
式
第
五
号
を
別
記
様
式
第
五
号
と
し
、
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
＜
記
載
要
領
＞

　
別
記
様
式
第
４
号
（
そ
の
２
）
は
，
別
記
様
式
第
４
号
（
そ
の
１
）
に
よ
る
30日
間
の
提
出
期
間
の
延

長
で
は
提
出
が
困
難
な
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
，
全
て
の
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出
す
る
た
め

必
要
な
最
小
限
度
の
期
間
（
60日
以
内
）
の
延
長
を
求
め
る
と
き
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
，
延
長
の
申
出
は
，
提
出
命
令
が
あ
っ
た
日
か
ら
20日
以
内
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
，
別
記
様
式
第
４
号
（
そ
の
１
）
に
よ
る
30日
間
の
延
長
で
は
提
出
が
困
難
な
こ
と
を
明
示
し
て

い
た
だ
く
た
め
，
当
該
特
別
な
事
情
を
具
体
的
か
つ
客
観
的
に
記
載
し
て
い
た
だ
く
と
と
も
に
，
当
該
特

別
な
事
情
を
踏
ま
え
て
延
長
を
求
め
る
期
間
の
根
拠
も
併
せ
て
記
載
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
１
 　
本
文
中
「（
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
宮
選
管
第
　
　
号
）」
の
空
欄
に
は
，
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る

提
出
命
令
の
通
知
文
の
右
上
段
の
文
書
番
号
及
び
日
付
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
２
 　
「
延
長
を
求
め
る
期
間
」
欄
に
つ
い
て
は
，
提
出
命
令
が
あ
っ
た
日
か
ら
50日
以
内
に
全
て
の
少
額
領
収
書
等

の
写
し
を
提
出
す
る
こ
と
が
事
務
処
理
上
困
難
な
特
別
な
事
情
を
踏
ま
え
て
延
長
を
求
め
る
期
間
（
31日
以
上
60

日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
全
て
を
提
出
す
る
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
期

間
）
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
３
 　
「
命
令
が
あ
っ
た
日
」
欄
に
つ
い
て
は
，
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
か
ら
発
出
し
た
「
少
額
領
収
書
等

の
写
し
に
係
る
提
出
命
令
」
の
通
知
が
，
貴
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
到
達
し
た
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
 　
対
象
と
な
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
一
部
に
つ
い
て
既
に
提
出
済
み
の
場
合
は
，
下
段
に
提
出
し
た
支
出
項

目
と
提
出
年
月
日
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

　
４
 　
「
延
長
を
求
め
る
理
由
」
欄
に
つ
い
て
は
，
提
出
命
令
が
あ
っ
た
日
か
ら
50日
以
内
に
全
て
の
少
額
領
収
書
等

の
写
し
を
提
出
す
る
こ
と
が
事
務
処
理
上
困
難
な
特
別
な
事
情
を
具
体
的
か
つ
客
観
的
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
，
当
該
特
別
な
事
情
を
踏
ま
え
て
延
長
を
求
め
る
期
間
（
当
該
少
額
領
収
書
等
の
写
し
の
全
て
を
提
出
す
る

た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
期
間
）
の
根
拠
も
併
せ
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
な
お
，
本
通
知
に
記
載
い
た
だ
い
た
理
由
は
，
そ
の
ま
ま
複
写
し
て
開
示
請
求
者
に
通
知
し
ま
す
。

　　
５
　
本
様
式
の
記
載
方
法
等
に
つ
い
て
御
不
明
な
点
等
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
，
下
記
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

 
※
担
当
課
：
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
在
地
：
〒
980－

8570　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　

 
Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
022－

211－
2343　

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
022－

211－
2299　
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別
紙
様
式
第
六
号
を
別
記
様
式
第
六
号
と
し
、
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
5
号
（
第
６
条
関
係
）

 
宮
選
管
第
　
　
　
号
　
　

 
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
（
開
示
請
求
者
）
　
　
　
　
　
様

 
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
印
　

少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
提
出
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
の
　
　
　
　
　
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
　
　
　
　
年
分
収
支
報
告
書
に
係
る
少

額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
請
求
に
つ
い
て
は
，
下
記
の
と
お
り
，
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
23年
法
律
第
194号

）
第
19条

の
16第
７
項
及
び
第
８
項
の
規
定
に
よ
り
，　
　
　
　
　
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
か
ら
提
出
期
間
の
延
長

の
申
出
が
あ
り
ま
し
た
の
で
，
同
条
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

　
１
　
開
示
請
求
の
あ
っ
た
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称

　
２
　
延
長
後
の
期
間
（
延
長
し
た
期
間
）

　
３
　
延
長
の
理
由

 
※
担
当
課
：
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
在
地
：
〒
980－

8570　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　

 
Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
022－

211－
2343　

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
022－

211－
2299　
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種
類
，
数
量
等
に
つ
い
て
は
，
下
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

種
類
・
数
量
等

開
示
の
実
施
の
方
法

算
定
基
準（
宮
城
県
手
数
料
条
例
第
２
条
）
開
示
の
実
施
を

受
け
た
場
合
の
額

Ａ
４
判
文
書

枚

①
閲
覧

手
数
料
な
し

－

②
複
写
機
に
よ
り
白
黒
で

複
写
し
た
も
の
の
交
付

用
紙
１
枚
に
つ
き
10円

円

③
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
電
子

化
し
Ｆ
Ｄ
に
複
写
し
た
も

の
の
交
付

Ｆ
Ｄ
１
枚
に
つ
き
20円
に
，
文
書
１
枚
ご

と
に
10円
を
加
え
た
額

円

④
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
電
子

化
し
Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
に
複
写
し

た
も
の
の
交
付

Ｃ
Ｄ
－
Ｒ
１
枚
に
つ
き
50円
に
，
文
書
１

枚
ご
と
に
10円
を
加
え
た
額

円

⑤
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
電
子

化
し
Ｄ
Ｖ
Ｄ
－
Ｒ
に
複
写

し
た
も
の
の
交
付

Ｄ
Ｖ
Ｄ
－
Ｒ
１
枚
に
つ
き
100円

に
，
文

書
１
枚
ご
と
に
10円
を
加
え
た
額

円

　
⑵
　
開
示
の
実
施
の
申
出

　
　
 　
開
示
の
実
施
を
受
け
る
た
め
に
は
，
政
治
資
金
規
正
法
施
行
令
（
昭
和
50年

政
令
第
277号

）
第
11条

第
２
項

の
規
定
に
よ
り
，
本
通
知
を
受
け
取
っ
た
日
か
ら
30日
以
内
に
，
同
封
し
た
「
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
開

示
の
実
施
方
法
等
申
出
書
」
を
下
記
担
当
課
等
ま
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　
⑶
 　
事
務
所
に
お
け
る
開
示
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
時
，
場
所
（
開
示
の
実
施
の
申
出
が
で
き
る
期
間
と
は

異
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。）

　
　
　
期
間
：
　
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
月
　
　
日
 ま
で
（
土
・
日
曜
，
祝
祭
日
，
年
末
年
始
を
除
く
。）

　
　
　
時
間
：
８
：
30～
12：
00，
13：
00～
17：
15

　
　
　
場
所
：
 宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　
宮
城
県
行
政
庁
舎
３
階
　
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会

事
務
局

　
　
　
※
　
上
記
以
外
の
日
時
に
お
け
る
開
示
の
実
施
を
ご
希
望
の
場
合
は
，
下
記
担
当
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
⑷
　
写
し
の
送
付
を
希
望
す
る
場
合
の
準
備
日
数
，
送
料
（
見
込
み
額
）

　
　
　
日
数
：
 「少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
開
示
の
実
施
方
法
等
申
出
書
」
が
提
出
さ
れ
た
日
か
ら
１
週
間
後
ま

で
に
発
送
予
定

　
　
　
送
料
（
 見
込
み
額
）：
通
常
郵
便
物
（
定
形
外
）
　
　
　
ｇ
ま
で
　
　
　
 円
（
用
紙
に
複
写
し
た
も
の
を
交
付

す
る
場
合
）

 
※
担
当
課
：
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
在
地
：
〒
980－

8570　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　

 
Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
022－

211－
2343　

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
022－

211－
2299　

別
記
様
式
第
6
号
（
第
７
条
関
係
）

 
宮
選
管
第
　
　
　
　
号
　
　

 
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
開
示
決
定
等
通
知
書

　
（
開
示
請
求
者
）
　
　
　
　
　
様

 
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
印
　

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
請
求
の
あ
り
ま
し
た
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
少
額
領
収
書
等
の
写
し

に
つ
い
て
，
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
23年

法
律
第
194号

）
第
19条

の
16第
11項

及
び
第
12項

の
規
定
に
よ
り
，

下
記
の
と
お
り
，
開
示
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

　
１
　
開
示
す
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称

　
２
　
不
開
示
と
し
た
部
分
と
そ
の
理
由

　
　
⑴
　
不
開
示
と
し
た
部
分

　
　
⑵
　
不
開
示
と
し
た
理
由

　
 　
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
，
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37年
法
律
第
160号

）
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
，

こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
，
総
務
大
臣
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
，
こ
の
決
定
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
，
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭

和
37年

法
律
第
139号

）
の
規
定
に
よ
り
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
６
ヶ
月
以
内
に
，
宮
城
県

を
被
告
と
し
て
，
仙
台
地
方
裁
判
所
に
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
３
　
開
示
の
実
施
の
方
法
等

　
　
⑴
　
開
示
の
実
施
の
方
法

　
　
　
 　
開
示
請
求
書
で
希
望
さ
れ
た
方
法
に
よ
る
ほ
か
，下
表
に
記
載
し
た
方
法
に
よ
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
ま
た
，
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別
紙
様
式
第
七
号
を
別
記
様
式
第
七
号
と
し
、
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
7
号
（
第
８
条
関
係
）

 
宮
選
管
第
　
　
　
　
　
　
号
　
　

 
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
（
開
示
請
求
者
）
　
　
　
　
　
様

 
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
印
　

少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
不
開
示
決
定
通
知
書

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
の
　
　
　
　
　
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
　
　
　
　
年
分
収
支
報
告
書
に
係
る
少

額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
請
求
に
つ
い
て
，
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
23年

法
律
第
194号

）
第
19条

の
16第
12

項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
，
開
示
し
な
い
こ
と
と
決
定
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

　
１
　
不
開
示
決
定
し
た
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称

　
２
　
不
開
示
と
し
た
理
由

　
 　
こ
の
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
は
，
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37年
法
律
第
160号

）
第
６
条
の
規
定
に
よ
り
，

こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
，
総
務
大
臣
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
，
こ
の
決
定
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
訟
を
提
起
す
る
場
合
は
，
行
政
事
件
訴
訟
法
（
昭

和
37年

法
律
第
139号

）
の
規
定
に
よ
り
，
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
か
ら
６
ヶ
月
以
内
に
，
宮
城
県

を
被
告
と
し
て
，
仙
台
地
方
裁
判
所
に
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
※
担
当
課
：
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
在
地
：
〒
980－

8570　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　

 
Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
022－

211－
2343　

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
022－

211－
2299　
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別
紙
様
式
第
八
号
を
別
記
様
式
第
八
号
と
し
、
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
8
号
（
第
９
条
関
係
）

 
宮
選
管
第
　
　
　
　
　
　
号
　
　

 
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
（
開
示
請
求
者
）
　
　
　
　
　
様

 
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
印
　

少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
開
示
決
定
等
の
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
の
　
　
　
　
　
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
　
　
　
　
年
分
収
支
報
告
書
に
係
る
少

額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
請
求
に
つ
い
て
は
，
下
記
の
と
お
り
，
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
23年
法
律
第
194号

）
第
19条
の
16第
13項
の
規
定
に
よ
り
，
開
示
決
定
等
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

　
１
　
開
示
請
求
の
あ
っ
た
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称

　
２
　
延
長
後
の
期
間

　
３
　
延
長
の
理
由

 
※
担
当
課
：
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
在
地
：
〒
980－

8570　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　

 
Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
022－

211－
2343　

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
022－

211－
2299　
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別
紙
様
式
第
九
号
を
別
記
様
式
第
九
号
と
し
、
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
9
号
（
第
９
条
関
係
）

 
宮
選
管
第
　
　
　
　
　
　
号
　
　

 
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
（
開
示
請
求
者
）
　
　
　
　
　
様

 
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
印
　

少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
開
示
決
定
等
の
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
の
　
　
　
　
　
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
　
　
　
　
年
分
収
支
報
告
書
に
係
る
少

額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
請
求
に
つ
い
て
は
，
下
記
の
と
お
り
，
政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
23年
法
律
第
194号

）
第
19条
の
16第
14項
の
規
定
に
よ
り
，
開
示
決
定
等
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。

　
１
　
期
間
の
延
長
を
行
う
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
名
称

　
２
　
政
治
資
金
規
正
法
第
19条
の
16第
14項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
理
由

　
３
　
開
示
決
定
等
の
期
限

　
　
 　
（
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
ま
で
に
可
能
な
部
分
に
つ
い
て
開
示
決
定
等
を
行
い
，
残
り
の
部
分
に
つ
い
て

は
，
次
に
記
載
す
る
時
期
ま
で
に
開
示
決
定
等
す
る
予
定
で
す
。）

　
　
　
　
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
（
　
　
）

 
※
担
当
課
：
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
在
地
：
〒
980－

8570　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　

 
Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
022－

211－
2343　

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
022－

211－
2299　
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別
記
様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別記様式第10号（第10条関係）

 年　　月　　日　　

少額領収書等の写しに係る開示の実施方法等申出書

　宮城県選挙管理委員会委員長　殿

 氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 住所又は居所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 連絡先電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　政治資金規正法施行令（昭和50年政令第277号）第11条第１項の規定により，下記のとおり申し出ます。

１　少額領収書等の写しに係る開示決定通知書の番号等

　　　日　　付：　　　　年　　月　　日

　　　文書番号：宮選管第　　　　号

２　求める開示の実施の方法

　　下表から実施の方法を選択し，該当するものの番号に〇印を付してください。

国 会 議 員 関 係 政 治 団 体 の 名 称 種類・量

実　　　施　　　の　　　方　　　法

１　閲覧 １　全部
２　一部（ ）

２ 　複写機により白黒で複写したものの
交付

１　全部
２　一部（ ）

３ 　スキャナにより電子化しＦＤに複写
したものの交付

１　全部
２　一部（ ）

４ 　スキャナにより電子化しＣＤ－Ｒに
複写したものの交付

１　全部
２　一部（ ）

５ 　スキャナにより電子化しＤＶＤ－Ｒ
に複写したものの交付

１　全部
２　一部（ ）

３　手数料の計算方法

　　次の計算表をもとに上記の求める開示の実施方法にて選択した開示実施手数料を計算してください。

実　施　の　方　法
 ⒜

算定基準（宮城県手数料条例第２条）
 ⒝

左の実施方法で開示を
希望する文書量

 ⒞

ｂ欄とｃ欄をもとに
算出した額　基本額
 ⒟

１　閲覧 手数料なし －

２ 　複写機により白黒で複写したものの
交付

用紙１枚につき10円 円

３ 　スキャナにより電子化しＦＤに複写
したものの交付

ＦＤ１枚につき20円に，文書１枚ごと
に10円を加えた額

円

４ 　スキャナにより電子化しＣＤ－Ｒに
複写したものの交付

ＣＤ－Ｒ１枚につき50円に，文書１枚
ごとに10円を加えた額

円

５ 　スキャナにより電子化しＤＶＤ－Ｒ
に複写したものの交付

ＤＶＤ－Ｒ１枚につき100円に，文書
１枚ごとに10円を加えた額

円

計 円⒠

４　開示の実施を希望する日

　　　　　　　　　年　　月　　日

宮　　城　　県　　公　　報第2594号　平成26年９月26日　金曜日 （20）



５　「写しの送付」の希望の有無　　　　　有　：同封する郵便切手の額　　　円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無

手数料

　　　　　　　円
ここに収入証紙をはってください。 （受付印）

※担当課（本書の送付先）

　〒980－8570　宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号　宮城県選挙管理委員会事務局

〔 〕
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別
紙
様
式
第
十
一
号
を
別
記
様
式
第
十
一
号
と
し
、
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
11号
（
第
12条
関
係
）

 
宮
選
管
第
　
　
　
　
　
号
　
　

 
　
　
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
（
開
示
請
求
者
）
　
　
　
　
　
様

 
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
　
印
　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
が
少
額
領
収
書
等
の
写
し
を
提
出

し
な
か
っ
た
旨
に
つ
い
て
（
通
知
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
の
　
　
　
　
　
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
　
　
　
　
年
分
収
支
報
告
書
に
係
る
少

額
領
収
書
等
の
写
し
の
開
示
請
求
に
つ
い
て
，
当
該
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
か
ら
提
出
期
間
内
に
提
出
さ
れ
ま
せ

ん
で
し
た
の
で
，政
治
資
金
規
正
法（
昭
和
23年
法
律
第
194号

）第
19条
の
16第
16項
の
規
定
に
よ
り
通
知
し
ま
す
。

 
※
担
当
課
：
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
　
　
　
　
　
　
　
　

 
所
在
地
：
〒
980－

8570　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号
　

 
Ｔ
Ｅ
Ｌ
：
022－

211－
2343　

Ｆ
Ａ
Ｘ
：
022－

211－
2299　
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附　

則

　

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。　
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